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令和７年度埼玉県ノーコードツール活用プログラム受講対象事業者 募集要項 
 
１ 事業概要 

本事業は、県内事業者の更なるＤＸの取組を支援するため、「ノーコードツール＊」を活用して社内業務
アプリケーションを開発し、その後も自走的に活用するために必要な知見の習得を目指す実践型ワークシ
ョップを実施するものです。 
＊ノーコードツール：プログラミングの知識がなくても、直感的な操作でアプリケーションを開発でき

るツールのこと。 
 
＜支援内容＞ 

（１）「中小企業の経営課題に基づいたノーコードツール活用」をテーマに、各ツールの特徴や選択指
標を紹介（県内 3 か所で開催） 

（２）受講対象事業者の課題に応じたノーコードツールを活用した業務アプリケーション（以下「アプ
リ」という）の作成提案、アプリの運用、作成したアプリのテスト運用・改修アドバイス、今後
のアプリの運用計画や改修方針の提案 等（５回） 

 （３）「事例共有セミナー」による受講対象事業者の取組事例の紹介（オンライン開催） 
 
＜活用するノーコードツール＞ 

本事業のワークショップで活用するノーコードツールは以下の３ツール＊とします。 
（１）kintone  （サイボウズ株式会社） 
（２）AppSheet （Google LLC） 
（３）Power Apps（Microsoft Corporation） 

＊事業者の抱える課題や要望に応じてツールを選択いただけます。 
 
２ 実施体制 
（１） 主催者 

公益財団法人埼玉県産業振興公社（以下「公社」という。） 
主催者は、本事業を総括するとともに、受講対象事業者の募集及び採択を行います。 

（２） 受託者 
株式会社ジャパン・エンダストリアル（以下「事務局」という） 
受託者は、主催者から委託を受け、本事業の事務局として事業運営（主催者の行う受講対象事業者の
募集・採択業務の補助を含む）を行います。 
 

３ 募集概要 
（１）受講対象事業者 

以下の要件を全て満たす者とします。 
ア 埼玉県内に事業所を有する法人又は個人事業主であること。 
イ 公序良俗に対する違反等、法令順守上の問題を抱えていないこと。 
ウ 代表者、または法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。 
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（２）受講対象事業者数 
   ５０者程度（応募事業者の中から、審査を経て受講事業者を採択します。詳しくは、７ 受講対象事

業者の採択等をご確認ください。） 
（３）事業参加に係る留意事項 

本事業の参加に際しては、以下の留意事項を理解した上で参加する者とします。 
ア 自社主体でノーコードツールを使用したアプリの作成を行う意識があること。 
イ ノーコードツールを活用してアプリ開発を行うプロジェクトチームを立ち上げること（経営層の 

理解・同意を含む）。（本事業のワークショップは、当該プロジェクトチームに対して実施しま 
す。） 

ウ ワークショップを適切に実施できないと事務局が判断した場合、参加人数を制限する場合がある 
こと。 

エ 本事業の支援内容を理解し、実施に際して組織的な準備・調整、資料提供、事前セミナー及び 
ワークショップ、事例共有セミナー受講時間の確保等の協力を行うこと。 

オ 本事業を通じて作成したアプリの概要部分（企業名、業務課題、作成内容（企業秘密部分は除 
く））や活動写真について、実施記録としての公開や広報使用を承諾すること。 

カ 作成したアプリの内容が、当初の想定と異なる場合があること。 
 

  
４ 事業の流れ 
（１）受講対象事業者の募集 

受講対象事業者は、事務局の特設ウェブサイトにおいて募集します。 
 
（２）受講対象事業者の申込 

事務局の指定する申込フォームに必要事項を記入のうえ、期日までに送信して行います。 
 
（３）受講対象事業者の決定 

申込フォームに記載の内容を踏まえ、公社理事⾧は、本事業の受講対象事業者を決定します。受講対
象事業者には支援決定通知書を送付します。対象外となった事業者にはその旨を通知します。 

 
（４）事前セミナーの実施（現地開催） 

採択された受講対象事業者を対象に、さいたま市・川越市・熊谷市で事前セミナーを実施します。 
  
（５）活用するノーコードツールの選定 

事前セミナー受講後、5 営業日以内に指定された様式に回答していただきます。 
 
（６）ノーコードツールを利用する環境準備 

ワークショップ開始前までに、事務局が指定する方法に従って、プログラムで利用するノーコードツ 
ールのライセンス契約を行い、ワークショップで利用できる環境を準備します。 

   
（７）ワークショップの実施① 

利用するツールの名称や操作方法を学び、基本的なスキルを習得していただきます。課題整理および
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要件定義を行います。ワークショップは原則、受講対象事業者の事務所等で行います。 
 
（８）ワークショップの実施② 

マスタやトランザクションデータなどの構造を確認し、データベースを開発します。アプリ画面デザ
インを決定し、開発します。 

 
（９）ワークショップの実施③ 

アプリのプロトタイプを開発し、業務に実装してテスト運用を行います（ワークショップ中に実装し、
1 ヶ月程度試用する）。 

 
（１０）ワークショップの実施④ 

プロトタイプアプリのテスト運用中に生じた不具合や試用感を共有し、改修方針を決定します。アプ
リを改修して Ver.2 アプリを開発し、再度業務に実装して試用します（1 ヶ月程度）。 

 
（１１）ワークショップの実施⑤ 

Ver.2 アプリの試用結果をもとに、今後のアプリの運用方針や改修方針、新たなアプリを開発する必要
性などを議論し、運用計画書を作成します。 

 
（１２）事例共有セミナーの実施（オンライン開催） 

受講対象事業者間で取組内容を共有する。事務局が受講対象事業者の中から示唆に富む事例を選定し、
代表して成果発表を行います。 

 
（１３）オンラインコミュニティの運営 

受講者を対象に、事業期間中、事務局からのお知らせや相談対応、受講事業者同士でコミュニケーシ
ョンがとれるオンラインコミュニティを開設します。ぜひご参加ください。 

 
（１４）本事業による支援の終了 

事例共有セミナー後のアンケートの提出を以て、本事業による支援は終了とします。 
 
事業スケジュール（予定） 

日  程 内  容 

６月～７月 

受講対象事業者の募集 
申込書類の確認、応募事業者へのヒアリング等実施 
応募事業者の審査・受講対象事業者の採択 
応募事業者への採択結果の通知 

８月～９月 
事前セミナーの開催（さいたま市、川越市、熊谷市）で各 1 回 
各ツールの特徴やツール選定指標の紹介 
受講対象事業者への事前の助言 

９月～１月 
概ね 1 か月に一度以下のワークショップを実施 
① 受講対象事業者の課題から開発するアプリの企画 
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② データベースの構築、アプリ開発支援 
③ アプリのプロトタイプ作成、実際の業務に合わせてテスト運用 
④ プロトタイプの改修方針の策定支援 
⑤ 今後のアプリの運用計画や改修方針の策定支援 
＊希望する受講対象事業者には、ワークショップ終了後にフォローアッ
プ面談（枠に制限あり）による運用計画アドバイスを行います。 

２月 
事例共有セミナーの開催（オンライン） 
受講対象事業者の成果等の共有 

８月～２月頃  
オンラインコミュニティの運営 
事務局からのお知らせやノーコードツールの情報提供 
受講対象事業者間による横断的なコミュニケーション 

※ 上記事業スケジュールは予定のため、変更になる場合があります。 
 
５ 受講対象事業者の費用負担 

・アプリ開発に利用するノーコードツールの利用料金 
・ワークショップ実施場所となる受講対象者の事務所内で発生する費用（光熱費、通信費など） 
・本事業への参加に伴う従業員の人件費（ワークショップの講師派遣費用は無料です） 
 

６ 応募申込 
（１） 申込方法 

申込は、専用申込フォーム（Microsoft Forms）からオンラインで受け付けます。 
詳しくは、（４）申込情報提出先をご確認ください。 

 
（２） 申込期限 

令和７年７月２５日（金）１７時 応募締切 
※申込状況等に応じて、追加募集を行う場合があります。 
 

（３）申込にあたっての留意事項等 
ア 提出された申込情報は、採択に係る審査目的にのみ利用し、その他の目的に利用しません。 
イ 提出書類に不備や疑義がある場合など、再提出・追加提出を求めることがあります。 
ウ 提出書類に記載の個人情報は、公社のプライバシーポリシーに従って取り扱います。収集した情報

は、法令に基づく開示要求、本人の同意、その他特別な理由のある場合を除き、第三者には提供しま
せん。 

エ 本事業の円滑な遂行のため、受託者において、個人情報の全部または一部についての取扱いをする
場合も、公社と機密保持契約を締結の下、上記ウ同様に対応します。 

オ 申込内容の確認等のため、事務局から電話等のヒアリングを実施する場合があります。 
 
（４）申込情報提出先 

ア 提出先 
Microsoft Forms の URL：https://forms.office.com/r/4Sp5z81hhM 
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・令和７年７月２５日（金）１７時までに送信を完了してください。 
・申込の不達が生じた際の責任は負いません。 

イ 連絡、問い合わせ先 
・担 当： 【事務局】株式会社ジャパン・エンダストリアル 
・T E L：０３-４５６３-９９０２ 
・M a I l：saitama-dx@emdustrial.com 

 
７ 受講対象事業者の採択等 
（１）受講対象事業者の採択・採択結果通知 

提出書類及びヒアリングをもとに当事業参加について審査を行い、採択・不採択を審査します。 
審査実施後、採択結果を速やかに応募事業者へ通知します。 
なお、採択結果に関する個別のお問合わせにはお答えできませんので、ご了承ください。 

（２）受講対象事業者を対象とした事前説明会（事前セミナー） 
受講対象事業者を対象に、事前セミナーを実施します。 
このセミナーでは、本事業の内容やノーコードツールの選定について詳しくご説明します。 
ア 開催概要  

事前セミナーは、埼玉県内 3 か所（さいたま市、川越市、熊谷市）で開催予定です。開催日時や各 
会場の詳細は、特設サイトをご確認の上、専用申込フォームから希望の会場を選択してお申し込みく 
ださい。   
イ 参加についての留意事項  

会場の都合により、各事業者からのご参加は 2 名までとさせていただきます。 
また、各会場には定員がございます。定員に達した場合は先着順となり、場合によってはご希望以 

外の会場を指定させていただくことがございますので、あらかじめご了承ください。  
 ウ 指定会場のご確認  

採択結果通知書に、ご参加いただく指定会場を記載いたしますので、必ずご確認ください。 
 

  
８ 支援事業の中止、支援対象者からの除外 
（１）支援の中止 

受講対象事業者及び公社理事⾧は、次の各号に掲げる場合、支援事業を中止することができます。  
 

ア 受講対象事業者が、支援事業を継続できないと判断し、「事業中止届（様式第３号）」を公社理事⾧ 
へ提出した場合  

イ 公社理事⾧が、受講対象事業者との事業実施過程の中で、事業実施の継続が困難であると判断した 
   場合  
 
（２）支援対象からの除外 

ア ノーコードツール活用とは直接関係しない事項 
事業実施の過程（状況分析、課題抽出、改善策の検討等）で、ノーコードツール活用とは直接関係し
ない事項が主な課題となった場合は、当該課題に関しては本事業による支援対象としません。 

イ 支援対象外の事項に対する対応 
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支援対象外となった相談事項に関しては、支援対象企業への事情説明の上、希望により公社の別部
門、または外部の支援機関に支援案件を取り次ぐ補助を行います。 

  
９ 実施内容の公開 

（１）公開 

県内事業者の DX 推進を目的に今回の事業を通じて作成したアプリの概要部分（企業名、業種、DX

実施内容（課題解決検討事項、アプリ作成など、但し企業秘密部分は除く））は公開するものとしま

す。 

（２）公開前の事前確認、承認 

公開に当たっては、事前に支援対象企業の確認、承認を得てから行うものとします。 
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令和7年度埼玉県ノーコードツール活用プログラム受講対象事業者募集 Ｑ＆Ａ 
 

Ｑ１：個人事業主は対象となりますか。 

Ａ１：個人事業主でもご参加いただけます。 

 

Ｑ２：受講対象事業者の採択基準を教えてください。  

Ａ２：受講対象事業者の採択は、本事業の実施効果をより高めることを目的として実施しています。採択
結果に関する個別のお問合わせにはお答えできませんので、ご了承ください。 

 

Ｑ３：複数のツールを活用して実施できますか。 

Ａ３：基本的には、1社1ツールの選定をお願いしています。ワークショップでは「企画 → 開発 → 運用 
→ 修正」というサイクルを短期間で回すことを目的としており、ツールを絞ることで、より深く・
着実に活用スキルを習得していただけます。 

 

Ｑ４：オンラインワークショップの実施は可能ですか。 

Ａ４：可能です。ただし、オンライン接続に係るご準備などは受講対象事業者にて行ってください。 

 

Ｑ５： どのツールを選べばいいか分かりません。 

Ａ５：事前セミナーで3つのツール（kintone／AppSheet／Power Apps）の特徴をご紹介します。使用す
るツールは事前セミナー参加後に決定します。お悩みの際は申込フォームでは「検討中」をお選び
ください。 

 

Q６：全5回のワークショップには必ず参加しないといけませんか？ 

A６：原則、全５回にご参加ください。ただし、一部日程はオンラインでの実施や個別調整が可能です。 

 

Q７：作成したアプリは、その後も使い続けられますか？ 

A７：完成したアプリはそのまま自社業務でご活用いただけます。 

 

Q８：他のDX支援事業と併用しても問題ありませんか？ 

A８：はい、問題ありません。この事業は他の補助金や支援事業と併用可能です。 

（※但し、同一内容での重複補助はできません）。 
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Q９：参加に際し、秘密保持契約を結びたい。  

A９：本事業は埼玉県産業振興公社からの委託を受け、受託者が運営しております。公社は、中小企業 

支援法に定める「指定法人」であり、「中小企業支援法」及び「中小企業支援事業の実施に関す
る基準を定める省令」により守秘義務が課されています。そのため、ご参加いただく皆様の機密
情報やノウハウなどは厳重に保護されますので、ご安心してお申し込みください。 

  

このほか、ご不明な点があれば下記までお問い合わせください。 
 

○問い合わせ先 
【事務局】株式会社ジャパン・エンダストリアル 
 TEL：０３-４５６３-９９０２ 
 Mail：saitama-dx@emdustrial.com 
 
※本事業は埼玉県産業振興公社の委託により株式会社ジャパン・エンダストリアルが運営しています。 

 


